
 
○事業の流れ（平成３０年度事業）  

① 本事業により、暑さ対策設備を整備しようとする地域を有する区市は、都に地域指定の申

請を行います。（決定済み） 

② 都は、区市からの申請を審査し、補助対象となる地域を指定するとともに、地域内で暑さ対

策設備を整備する補助対象者（区市・事業者等）を公募します。 

③ 本補助を受けようという補助対象者は、事業内容（整備する暑さ対策設備、場所、費用等）

を検討した上で、都に対し申請を行います。（申請期限：５月２９日（火）） 

④ 都は、補助対象者からの申請を審査し、予算の範囲内で、補助事業を決定します。 

東京都 区市 

  

 

東京都   補助対象者（区市・事業者※等） 

  

 ※本事業により、暑さ対策設備を整備しようとする事業者で、詳細をお知りになりたい方

は、都の問い合わせ先にご連絡ください。（区市に対するご連絡はお控えください） 

【問い合わせ先】環境局地球環境エネルギー部環境都市づくり課 03-5388-3566 

 

６月中旬 

平成３１年３月末までに整備 

（平成３１年夏季までに稼働） 
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５月２９日 

(公募締切) 

地域公募 
地域申請 

地域指定 

補助金 
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契約 

施工 

補助対象者申請 

支払・実績報告 

補助対象者 

決定 
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検討 

通知・条件付与 

※１地域の上限額 5 千万円の

範囲内であれば、１つの地域

内で、複数の事業に対し交付

決定。 

※公募・審査の結果、追加の公募を行う場合がある。 
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